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◎
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号

岡
山
県
企
業
局
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者

佐

藤

一

雄

岡
山
県
企
業
局
職
員
就
業
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

岡
山
県
企
業
局
職
員
就
業
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
附
則
」
を
「
第
十
四
章

高
齢
者
部
分
休
業
（
第
八
十
二
条
―
第
八
十
五
条
）

に
改
め

附
則

」

る
。第

四
条
第
二
項
中
「
介
護
休
暇
」
の
下
に
「
、
介
護
時
間
若
し
く
は
子
育
て
支
援
時
間
」
を
加
え
、

同
条
第
三
項
中
「
の
承
認
」
を
「
又
は
第
八
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
」

に
改
め
る
。

第
五
条
の
二
第
一
項
中
「
ま
で
の
子
」
の
下
に
「
（
民
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第

八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別

養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判

所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
職
員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法

（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の

四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
及
び
当
該
児
童
の
親
そ

の
他
の
同
法
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
の
意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法

第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
と
し
て
は
当
該
児
童
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

職
員
に
、
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
養
育
里
親
に
対
す
る
も
の
と
し
て
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三

号
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
を
含
む
。
第
十
五
条
の
二
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
」
を
加

え
、
「
事
務
」
を
「
業
務
」
に
、
同
条
第
三
項
中
「
事
務
」
を
「
業
務
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
第

四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

当
該
請
求
に
係
る
第
一
項
に
規
定
す
る
子
の
う
ち
実
子
又
は
養
子
で
な
い
者
（
以
下
「
特
別
養

子
縁
組
の
成
立
前
の
監
護
対
象
者
等
」
と
い
う
。
）
が
民
法
第
八
百
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
終
了
し
た
こ
と
（
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
の
審
判
が
確
定

し
た
場
合
を
除
く
。
）
又
は
養
子
縁
組
が
成
立
し
な
い
ま
ま
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第

三
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
解
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
前
の
監
護
対
象
者
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等
で
な
く
な
つ
た
場
合

第
五
条
の
三
第
一
項
中
「
こ
の
条
に
お
い
て
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
及
び
第
五
項
第
四
号
」

を
「
並
び
に
第
五
項
第
四
号
及
び
第
五
号
」
に
改
め
る
。

第
五
条
の
四
第
一
項
中
「
除
く
」
の
下
に
「
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
第

六
十
一
条
第
十
九
項
」
を
「
第
六
十
一
条
第
二
十
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
に
次
の
一
号
を
加
え

る
。四

当
該
請
求
に
係
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
前
の
監
護
対
象
者
等
が
民
法
第
八
百
十
七
条
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
終
了
し
た
こ
と
（
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
の

審
判
が
確
定
し
た
場
合
を
除
く
。
）
又
は
養
子
縁
組
が
成
立
し
な
い
ま
ま
児
童
福
祉
法
第
二
十
七

条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
解
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
前
の

監
護
対
象
者
等
で
な
く
な
つ
た
場
合

第
五
条
の
四
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
介
護
を
行
う
職
員
の
時
間
外
勤
務
の
制
限
等
）

第
五
条
の
五

管
理
者
は
、
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
す
る
た
め
に
請
求
し

た
場
合
に
は
、
業
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
場
合
を
除
き
、
正
規
の
勤
務
時
間
外
に
勤
務
を
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
。

２

前
条
（
第
一
項
、
第
七
項
第
四
号
及
び
第
八
項
第
二
号
を
除
く
。
）
の
規
定
は
、
前
項
に
規
定
す

る
職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
二
項
中
「
様
式
第
一
号
の
二
の
二
」

と
あ
る
の
は
「
様
式
第
一
号
の
二
の
四
」
と
、
「
第
六
十
一
条
第
二
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六

十
一
条
第
二
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
二
十
三
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
措
置
を
講
ず

る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
の
正
常
な
運
営
を
妨
げ
る
」
と
、
同
条
第
四

項
中
「
措
置
を
講
ず
る
」
と
あ
る
の
は
「
業
務
の
正
常
な
運
営
を
行
う
」
と
、
同
条
第
七
項
第
一
号

及
び
第
三
号
中
「
子
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
」
と
、
同
項
第
二
号
中
「
子
が
離
縁
又
は
養
子
縁

組
の
取
消
し
に
よ
り
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
子
で
な
く
な
つ
た
」
と
あ
る
の
は
「
要
介
護
者
と
当

該
請
求
を
し
た
職
員
と
の
親
族
関
係
が
消
滅
し
た
」
と
、
同
条
第
九
項
中
「
様
式
第
一
号
の
二
の
三
」

と
あ
る
の
は
「
様
式
第
一
号
の
二
の
五
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
十
一
条
中
「
及
び
介
護
休
暇
」
を
「
、
介
護
休
暇
、
介
護
時
間
及
び
子
育
て
支
援
時
間
」
に
改
め

る
。第

十
五
条
第
一
項
第
十
号
中
「
が
生
後
満
三
年
に
達
し
な
い
生
児
」
の
下
に
「
（
民
法
第
八
百
十
七

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
又
は
配
偶
者
が
当
該
職
員
又
は
配
偶
者
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に

平成２９年３月３１日　岡山県公報　号外



規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者
（
当
該
請
求
に
係
る
家
事
審

判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）
で
あ
つ
て
、
当
該
職
員
又
は
配
偶
者
が
現
に
監

護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法
第
二
十
七
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
六
条
の
四
第
二
号
に

規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
又
は
配
偶
者
に
委
託
さ
れ
て
い
る
生
児
及
び
当
該
生
児
の
親
そ

の
他
の
同
法
第
二
十
七
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
の
意
に
反
す
る
た
め
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法

第
六
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
と
し
て
は
当
該
生
児
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

職
員
又
は
配
偶
者
に
、
同
条
第
一
号
に
規
定
す
る
養
育
里
親
に
対
す
る
も
の
と
し
て
同
法
第
二
十
七
条

第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
委
託
さ
れ
て
い
る
生
児
を
含
む
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

を
加
え
る
。

第
十
五
条
の
二
第
一
項
中
「
与
え
た
場
合
」
の
下
に
「
に
お
け
る
休
暇
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を

次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２

介
護
休
暇
の
期
間
は
、
管
理
者
が
、
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す

る
状
態
ご
と
に
、
三
回
を
超
え
ず
、
か
つ
、
通
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
指
定
す
る
期
間

（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。
）
内
に
お
い
て
必
要
と
認
め

ら
れ
る
期
間
と
す
る
。

第
十
五
条
の
二
第
五
項
中
「
介
護
休
暇
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
」
を
「
職
員
は
」
に
、
「
介
護
休

暇
の
期
間
」
を
「
指
定
期
間
」
に
、「
職
務
復
帰
届
（
様
式
第
三
号
の
三
）
に
よ
り
」
を
「
そ
の
旨
を
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
管
理
者
は
、
」
の
下
に
「
指
定
期
間
の
指

定
の
申
出
及
び
」
を
加
え
、
「
当
該
申
請
」
を
「
当
該
申
出
及
び
申
請
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十

一
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
と
き
は
」
の
下
に
「
、
指
定
期
間
の
指
定
後
に
お
い
て
」
を
加
え
、「
介

護
休
暇
申
請
書
（
様
式
第
三
号
の
二
」
を
「
介
護
休
暇
承
認
申
請
書
（
様
式
第
三
号
の
三
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
十
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
七
項
を
加
え
る
。

３

介
護
休
暇
の
単
位
は
、
一
日
又
は
一
時
間
と
す
る
。

４

一
時
間
を
単
位
と
す
る
介
護
休
暇
は
、
一
日
を
通
じ
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の

時
刻
ま
で
連
続
し
た
四
時
間
（
当
該
介
護
休
暇
と
要
介
護
者
を
異
に
す
る
介
護
時
間
（
第
十
五
条
の

三
第
一
項
に
規
定
す
る
介
護
時
間
を
い
う
。
）
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
に
つ

い
て
は
、
当
該
四
時
間
か
ら
当
該
介
護
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
）

を
超
え
な
い
範
囲
内
の
時
間
と
す
る
。

５

指
定
期
間
の
指
定
を
希
望
す
る
職
員
は
、
介
護
休
暇
指
定
期
間
申
出
書
（
様
式
第
三
号
の
二
）
に

よ
り
、
管
理
者
に
対
し
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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６

管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
申
出
に
よ
る
期
間
の
初
日
か

ら
末
日
ま
で
の
期
間
（
第
九
項
に
お
い
て
「
申
出
の
期
間
」
と
い
う
。
）
を
指
定
期
間
と
し
て
指
定

す
る
も
の
と
す
る
。

７

職
員
は
、
現
に
指
定
さ
れ
て
い
る
指
定
期
間
を
延
長
し
、
又
は
短
縮
し
て
指
定
す
る
こ
と
を
申
し

出
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
改
め
て
指
定
期
間
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
を
希
望

す
る
期
間
の
末
日
を
管
理
者
に
対
し
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

管
理
者
は
、
職
員
か
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
延
長
又
は
短
縮
の
指
定
の
申
出
が
あ
つ

た
場
合
に
は
、
現
に
指
定
さ
れ
て
い
る
指
定
期
間
の
初
日
か
ら
当
該
申
出
に
係
る
末
日
ま
で
の
期
間

の
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

９

第
六
項
又
は
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
管
理
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
申
出
の
期
間
又
は
現
に
指

定
さ
れ
て
い
る
指
定
期
間
の
末
日
の
翌
日
か
ら
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
期
間
の
延
長
の
指
定
の

申
出
が
あ
つ
た
場
合
の
当
該
申
出
に
係
る
末
日
ま
で
の
期
間
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
延
長
申
出

の
期
間
」
と
い
う
。
）
の
全
期
間
に
わ
た
り
管
理
者
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
介
護
休
暇
を
承
認
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
期
間
を
指
定
期
間
と
し
て
指
定
し
な
い

も
の
と
し
、
申
出
の
期
間
又
は
延
長
申
出
の
期
間
中
の
一
部
の
日
が
管
理
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
介
護
休
暇
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
な
日
で
あ
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
期
間

か
ら
当
該
日
を
除
い
た
期
間
に
つ
い
て
指
定
期
間
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
五
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
介
護
時
間
）

第
十
五
条
の
三

介
護
時
間
は
、
職
員
が
要
介
護
者
の
介
護
を
す
る
た
め
、
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該

介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、
連
続
す
る
三
年
の
期
間
（
当
該
要
介
護
者
に
係

る
指
定
期
間
と
重
複
す
る
期
間
を
除
く
。
）
内
に
お
い
て
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し

な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。

２

介
護
時
間
の
時
間
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
お
い
て
一
日
に
つ
き
二
時
間
を
超
え
な
い
範

囲
内
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る
時
間
と
す
る
。

３

介
護
時
間
の
単
位
は
、
三
十
分
と
す
る
。

４

介
護
時
間
は
、
一
日
を
通
じ
、
始
業
の
時
刻
か
ら
連
続
し
、
又
は
終
業
の
時
刻
ま
で
連
続
し
た
二

時
間
（
第
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
部
分
休
業
若
し
く
は
第
十
一
条
に
規
定
す
る
子
育
て
支
援

時
間
又
は
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
特
別
休
暇
（
以
下
「
育
児
時
間
」
と
い
う
。
）
の

承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
が
あ
る
日
に
つ
い
て
は
、
二
時
間
か
ら
当
該
部
分
休
業
若
し
く
は
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子
育
て
支
援
時
間
又
は
育
児
時
間
の
承
認
を
受
け
て
勤
務
し
な
い
時
間
を
減
じ
た
時
間
）
を
超
え
な

い
範
囲
内
の
時
間
で
管
理
者
が
承
認
を
与
え
た
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。

５

職
員
は
、
介
護
時
間
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
介
護
時
間
承
認
申
請
書
（
様
式
第
三
号
の
四
）

に
よ
り
、
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

前
条
第
十
一
項
の
規
定
は
、
介
護
時
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

７

職
員
は
、
介
護
時
間
の
期
間
が
満
了
し
た
と
き
又
は
当
該
期
間
の
中
途
で
介
護
時
間
を
受
け
る
必

要
が
な
く
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
子
育
て
支
援
時
間
）

第
十
五
条
の
四

子
育
て
支
援
時
間
は
、
職
員
（
育
児
短
時
間
勤
務
職
員
等
及
び
第
六
十
六
条
第
一
項

に
規
定
す
る
部
分
休
業
の
承
認
を
受
け
た
職
員
を
除
く
。
）
が
そ
の
小
学
校
就
学
の
始
期
か
ら
九
歳

に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
子
（
当
該
職
員
と
の
間
に
お
い
て
、
育
児
休
業

法
に
基
づ
く
育
児
休
業
等
の
対
象
と
な
る
子
と
同
様
の
関
係
に
あ
る
子
を
い
う
。
）
を
養
育
す
る
た

め
、
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
き
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お

け
る
休
暇
と
す
る
。

２

子
育
て
支
援
時
間
の
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
必
要
と
認
め
ら
れ
る

時
間
と
す
る
。

３

子
育
て
支
援
時
間
の
承
認
は
、
正
規
の
勤
務
時
間
の
始
め
又
は
終
わ
り
に
お
い
て
、
三
十
分
を
単

位
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

４

育
児
時
間
又
は
介
護
時
間
を
承
認
さ
れ
て
い
る
職
員
に
対
す
る
子
育
て
支
援
時
間
の
承
認
に
つ
い

て
は
、
一
日
に
つ
き
二
時
間
か
ら
当
該
育
児
時
間
及
び
介
護
時
間
を
承
認
さ
れ
て
い
る
時
間
を
減
じ

た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
行
う
も
の
と
す
る
。

５

職
員
は
、
子
育
て
支
援
時
間
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
子
育
て
支
援
時
間
承
認
申
請
書
（
様

式
第
三
号
の
五
）
に
よ
り
、
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

第
十
五
条
の
二
第
十
一
項
及
び
前
条
第
七
項
の
規
定
は
、
子
育
て
支
援
時
間
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

７

子
育
て
支
援
時
間
の
承
認
は
、
当
該
子
育
て
支
援
時
間
の
承
認
を
受
け
て
い
る
職
員
が
産
前
産
後

休
暇
（
第
十
五
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
特
別
休
暇
を
い
う
。
）
の
始
期
に
達
し
、
若
し
く
は

出
産
し
た
場
合
、
休
職
若
し
く
は
停
職
の
処
分
を
受
け
た
場
合
又
は
当
該
承
認
に
係
る
子
が
死
亡
し
、

若
し
く
は
当
該
職
員
の
子
で
な
く
な
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
効
力
を
失
う
。

８

管
理
者
は
、
子
育
て
支
援
時
間
の
承
認
を
受
け
て
い
る
職
員
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
場
合
は
、
当
該
承
認
を
取
り
消
す
も
の
と
す
る
。
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一

当
該
承
認
に
係
る
子
を
養
育
し
な
く
な
つ
た
と
き
。

二

当
該
承
認
に
係
る
子
以
外
の
子
に
つ
い
て
、
育
児
休
業
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児

休
業
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

三

当
該
承
認
に
係
る
子
以
外
の
子
に
つ
い
て
、
育
児
休
業
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
育
児

短
時
間
勤
務
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

四

当
該
承
認
に
係
る
子
以
外
の
子
に
つ
い
て
、
第
六
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
部
分
休
業
を

承
認
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

五

現
に
承
認
を
受
け
て
い
る
子
育
て
支
援
時
間
の
内
容
と
異
な
る
内
容
の
子
育
て
支
援
時
間
を
承

認
し
よ
う
と
す
る
と
き
。

第
六
十
六
条
第
三
項
中
「
三
歳
に
満
た
な
い
子
を
養
育
す
る
た
め
一
日
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い

て
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
特
別
休
暇
」
を
「
育
児
時
間
又
は
介
護
時
間
」
に
、
「
当
該

特
別
休
暇
の
」
を
「
当
該
育
児
時
間
及
び
介
護
時
間
を
承
認
さ
れ
て
い
る
」
に
改
め
る
。

第
十
三
章
の
次
に
次
の
一
章
を
加
え
る
。

第
十
四
章

高
齢
者
部
分
休
業

（
高
齢
者
部
分
休
業
）

第
八
十
二
条

管
理
者
は
、
当
該
職
員
の
定
年
か
ら
五
年
を
減
じ
た
年
齢
に
達
し
た
職
員
が
申
請
し
た

場
合
に
お
い
て
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
職
員
が
当
該
年
齢
に
達
し

た
日
（
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
四
月
一
日
以

後
の
日
で
当
該
申
請
に
お
い
て
示
し
た
日
か
ら
当
該
職
員
に
係
る
定
年
退
職
日
ま
で
の
期
間
中
、
一

週
間
の
勤
務
時
間
の
一
部
に
つ
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
（
以
下
「
高
齢
者
部
分
休
業
」
と
い
う
。
）

を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
は
、
当
該
職
員
の
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
の
二
分
の
一
を
超
え
な

い
範
囲
内
で
、
管
理
者
が
定
め
る
時
間
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
七
十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
高
齢
者
部
分
休
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
の
申
請
手
続
）

第
八
十
三
条

高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
の
申
請
は
、
管
理
者
が
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
、
高
齢
者

部
分
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
の
一
月
前
ま
で
に
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
基
準
日
か
ら
基

準
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
四
月
一
日
ま
で
の
期
間
が
一
月
に
満
た
な
い
職
員
が
、
基
準
日
か

ら
一
月
を
経
過
す
る
ま
で
の
期
間
内
の
日
か
ら
高
齢
者
部
分
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、

高
齢
者
部
分
休
業
を
始
め
よ
う
と
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
速
や
か
に
行
う
も
の
と
す
る
。
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（
高
齢
者
部
分
休
業
の
休
業
時
間
の
延
長
）

第
八
十
四
条

管
理
者
は
、
高
齢
者
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
か
ら
休
業
時
間
（
高
齢
者
部
分
休
業

の
承
認
を
受
け
た
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
し
な
い
時
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
延
長
の
申
請
が

あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
休
業
時
間
の
延
長
を
承

認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

前
条
本
文
の
規
定
は
、
休
業
時
間
の
延
長
の
申
請
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
の
取
消
し
等
）

第
八
十
五
条

管
理
者
は
、
高
齢
者
部
分
休
業
を
し
て
い
る
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を

講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
と
な
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
、
当
該
職
員
の

同
意
を
得
た
と
き
は
、
高
齢
者
部
分
休
業
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
休
業
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

様
式
第
一
号
の
二
中
「
□

養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
当
該
子
の
親
で
あ
る
配
偶
者
が
い
る
こ

を

と
と
な
つ
た

」

。

「
□

養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
当
該
子
の
親
で
あ
る
配
偶
者
が
い
る
こ

と
と
な
つ
た
。

□

子
に
つ
い
て
の
民
法

（明
治
2
9
年
法
律
第
8
9
号

）第
8
1
7
条
の
２

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
終
了
し
た

に
改
め
る
。

。

□

子
と
の
養
子
縁
組
が
成
立
し
な
い
ま
ま
児
童
福
祉
法

（昭
和
2
2
年

法
律
第
1
6
4
号

）第
2
7
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
解

除
さ
れ
た

」

。

様
式
第
一
号
の
二
の
三
中

「
□

同
居
し
な
く
な
つ
た

」
を

。

「
□

同
居
し
な
く
な
つ
た
。

□

子
に
つ
い
て
の
民
法

（明
治
2
9
年
法
律
第
8
9
号

）第
8
1
7
条
の
２
第
１

項
の
規
定
に
よ
る
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
終
了
し
た

に
改
め
、
同
様
式
の

。

□

子
と
の
養
子
縁
組
が
成
立
し
な
い
ま
ま
児
童
福
祉
法

（昭
和
2
2
年
法
律

第
1
6
4
号

）第
2
7
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
解
除
さ
れ
た

」

。

次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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様式第１号の２の４（第５条の５関係）

時間外勤務制限請求書

請求年月日 年 月 日

岡山県公営企業管理者 殿

請求者 所属課（所）名

職 名

氏 名

次のとおり介護のため時間外勤務の制限を請求します。

氏 名 続 柄 年 齢

要介護者に関す
同居

の別
□ 同居 介護が必要となつ

年 月 日

る事項
別居 □ 別居 た時期

要介護者の状態及び具体

的な介護の内容

請求に係る期間
年 月 日から

□ １年 □ 月（12月に満たないものに限る。）
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様式第１号の２の５（第５条の５関係）

介護の状況変更届

届出年月日 年 月 日

岡山県公営企業管理者 殿

届出者 所属課（所）名

職 名

氏 名 ,

次のとおり時間外勤務の制限に係る要介護者の介護の状況について変更が生じたの

で届け出ます。

□ 要介護者が死亡した。

□ 要介護者と職員との親族関係が消滅した。

届 出 の 事 由 （消滅の理由： ）

□ 同居しなくなつた。

□ 介護することができる同居の親族がいることとなつた。

届出の事実が
年 月 日

発 生 し た 日

備 考
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様
式
第
三
号
の
二
及
び
様
式
第
三
号
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第３号の２（第15条の２関係）

管理者 局長 次長
総務企画

総務班長 班 担当 台帳
課長

課長 班長
班 担当 出勤簿

（所長） （次長） （課長）

次のとおり承認してよろしいか。

介護休暇指定期間申出書

岡山県企業局職員就業規則（昭和42年岡山県企業管理規程第１号）第15条の２第

５項の規定により，次のとおり申し出ます。

年 月 日

岡山県公営企業管理者 殿

所属課（所）名

職 氏名 印

要介護者に関す 氏名 続柄 年齢

る事項

同居
の別

□ 同居 介護が必要と
年 月 日

別居 □ 別居 なつた時期

要介護者の状態

及び具体的な介

護の内容

指定を希望する 年 月 日から 年 月 日まで（ 日間）

期間

介護休暇の予定 □ 毎日（ 時 分～ 時 分）

□ その他（ ）

これまでの指定 前 回 年 月 日～ 年 月 日（ 日間）

期間 前々回 年 月 日～ 年 月 日（ 日間）
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様式第３号の３（第15条の２関係）

管理者 局長 次長
総務企画

総務班長 班 担当 台帳
課長

課長 班長
班 担当 出勤簿

（所長） （次長） （課長）

次のとおり承認してよろしいか。

介護休暇承認申請書

岡山県企業局職員就業規則（昭和42年岡山県企業管理規程第１号）第15条の２第10

項の規定により，次のとおり申請します。

年 月 日

岡山県公営企業管理者 殿

所属課（所）名

職 氏名 印

要介護者に関 氏名 続柄 年齢

する事項

同居
の別

□ 同居 介護が必要となつ
年 月 日

別居 □ 別居 た時期

指定期間 年 月 日から 年 月 日まで（ 回目）

（ 年 月 日付け， 第 号で指定）

申請期間及び 期間 時間

時間

年 月 日 □ 毎日 時 分～ 時 分

□ その他

～ 年 月 日 （ ） 時 分～ 時 分

年 月 日 □ 毎日 時 分～ 時 分

□ その他

～ 年 月 日 （ ） 時 分～ 時 分

年 月 日 □ 毎日 時 分～ 時 分

□ その他

～ 年 月 日 （ ） 時 分～ 時 分

備考
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様
式
第
三
号
の
三
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。
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様式第３号の４（第15条の３関係）

管理者 局長 次長
総務企画

総務班長 班 担当 台帳
課長

課長 班長
班 担当 出勤簿

（所長） （次長） （課長）

次のとおり承認してよろしいか。

介護時間承認申請書

岡山県企業局職員就業規則（昭和42年岡山県企業管理規程第１号）第15条の３第

５項の規定により，次のとおり申請します。

年 月 日

岡山県公営企業管理者 殿

所属課（所）名

職 氏名 印

要介護者に関 氏名 続柄 年齢

する事項

同居
の別

□ 同居 介護が必要となつ
年 月 日

別居 □ 別居 た時期

要介護者の状

況及び具体的

な介護の内容
介護休暇に係る指定期間の有無

□ 無・□ 有（ 年 月 日～ 年 月 日）

申請期間及び 期間 時間

時間

年 月 日 □ 毎日 時 分～ 時 分

□ その他

～ 年 月 日 （ ） 時 分～ 時 分

年 月 日 □ 毎日 時 分～ 時 分

□ その他

～ 年 月 日 （ ） 時 分～ 時 分

年 月 日 □ 毎日 時 分～ 時 分

□ その他

～ 年 月 日 （ ） 時 分～ 時 分

備考

担当者記入欄 上記の要介護者に係る介護時間についての連続する３年以内の期間

年 月 日～ 年 月 日
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様式第３号の５（第15条の４関係）

管理者 局長 次長
総務企画

総務班長 班 担当 台帳
課長

課長 班長
班 担当 出勤簿

（所長） （次長） （課長）

次のとおり承認してよろしいか。

子育て支援時間承認申請書

岡山県企業局職員就業規則（昭和42年岡山県企業管理規程第１号）第15条の４第

５項の規定により，次のとおり申請します。

年 月 日

岡山県公営企業管理者 殿

所属課（所）名

職 氏名 印

申請に係る子 氏名 続柄等

に関する事項

生年月日 年齢

申請期間及び 期間 時間

時間

年 月 日 □ 毎日 時 分～ 時 分

□ その他

～ 年 月 日 （ ） 時 分～ 時 分

年 月 日 □ 毎日 時 分～ 時 分

□ その他

～ 年 月 日 （ ） 時 分～ 時 分

年 月 日 □ 毎日 時 分～ 時 分

□ その他

～ 年 月 日 （ ） 時 分～ 時 分

配偶者の就業
□ 有・□ 無

の有無

備考
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様
式
第
十
一
号
中
「続

柄

」
を
「続

柄
等

」
に
改
め
る
。

様
式
第
十
二
号
中

「
□

休
業
に
係
る
子
と
離
縁
し
た

（養
子
縁
組
の
取
消
し
を
含
む

）

。
。

□

休
業
に
係
る
子
と
の
親
族
関
係
が
特
別
養
子
縁
組
に
よ
り
終
了
し
た
。

□

そ
の
他

」

を「
□

休
業
に
係
る
子
と
離
縁
し
た
。

□

休
業
に
係
る
子
と
の
養
子
縁
組
が
取
り
消
さ
れ
た
。

□

休
業
に
係
る
子
と
の
親
族
関
係
が
特
別
養
子
縁
組
に
よ
り
終
了
し
た
。

□

休
業
に
係
る
子
に
つ
い
て
の
民
法

（明
治
2
9
年
法
律
第
8
9
号

）第
8
1
7
条
の
２
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
終
了
し
た
。

□

休
業
に
係
る
子
と
の
養
子
縁
組
が
成
立
し
な
い
ま
ま
児
童
福
祉
法

（昭
和
2
2
年
法
律
第
1
6
4

号

）第
2
7
条
第
１
項
第
３
号
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
解
除
さ
れ
た
。

□

そ
の
他

」

に
改
め
る
。

様
式
第
十
二
号
の
二
及
び
様
式
第
十
三
号
中
「続

柄

」
を
「続

柄
等

」
に
改

め
る
。

様
式
第
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様式第19号（第80条関係）

配偶者同行休業承認申請書

申請年月日 年 月 日

岡山県公営企業管理者 殿

所属課（所）名

職 氏名 印

次のとおり配偶者同行休業の
承 認

を申請します。
期間の延長

１ 申 請 の 区 分
□ 配偶者同行休業の承認（２，３，４及び６に記入）
□ 期間の延長（２，３，５及び６に記入）（□ 再度の延長）

２ 氏 名

申 職 業
請
に 申請時の所属
係 先の名称
る （所在地） （ ）
配
偶 外 国 滞 在 事 由
者
の 外国滞在中の
氏 所属先の名称
名 （所在地） （ ）
等

外国滞在事由
の継続する期 年 月 日から 年 月 日まで
間

３ 職員及び配偶者の
外国滞在中の住所
（居所）

４ 申 請 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

５ 延 長 の 期 間 年 月 日から 年 月 日まで

既に配偶者同行休
業をしている期間 年 月 日から 年 月 日まで

うち，期間の再度の延長の場合における当初の配偶者同行休
業の期間

年 月 日から 年 月 日まで

６ 備 考

（注）１ この申請書には，配偶者の外国滞在事由及びその期間を確認することができる書

類を添付すること。

２ 期間の再度の延長を申請する場合には，「２ 申請に係る配偶者の氏名等」欄の
「外国滞在事由」欄の最上欄（ ）内に，当該延長を申請する理由その他公営企業
管理者が承認の可否を判断するに当たつて必要と思われる事項を記入すること。

３ 「３ 職員及び配偶者の外国滞在中の住所（居所）」欄は，申請時点で未定の場
合は「未定」と記入し，申請期間の初日の前日までに外国滞在中の住所（居所）を
定め，届け出ること。

４ 「６ 備考」欄には，以前に配偶者同行休業をした場合における当該配偶者同行
休業の内容（配偶者の外国滞在事由及び休業期間），配偶者同行休業の期間を初め

て延長する場合における当該延長を申請する理由その他公営企業管理者が承認の可
否を判断するに当たつて必要と思われる事項を記入すること。

５ 該当する□には，レ印を記入すること。
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附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
二
号

岡
山
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者

佐

藤

一

雄

岡
山
県
企
業
局
公
印
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

岡
山
県
企
業
局
公
印
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
営
電
気
事
業
管
理
規
程
第
二
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
二
項
中
「
公
印
使
用
簿
」
を
「
公
印
特
別
使
用
簿
」
に
改
め
る
。

別
表
中

「

岡
山
県
公
営
企

総
務
企
画
課

総
務
班
総
括

〃

二

方

二
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

業
管
理
者
印

長

主
任

〃

二
の
二

方

一
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

岡
山
県
公
営
企

〃

二
の
三

方

二
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

業
管
理
者
職
務

代
理
者
印

〃

二
の
四

方

一
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

」

を「

岡
山
県
公
営
企

総
務
企
画
課

総
務
班
総
括

〃

二

方

二
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

業
管
理
者
印

長

主
任

〃

二
の
二

方

一
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

発
電
総
合
管

総
務
課
長

〃

二
の
三

方

二
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

理
事
務
所
長

工
業
用
水
道

総
務
課
長

〃

二
の
四

方

二
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

事
務
所
長
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岡
山
県
公
営
企

総
務
企
画
課

総
務
班
総
括

〃

二
の
五

方

二
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

業
管
理
者
職
務

長

主
任

代
理
者
印

〃

二
の
六

方

一
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル

」

に
改
め
る
。

別
図
中
二
の
四
を
二
の
六
と
し
、
二
の
三
を
二
の
五
と
し
、
二
の
二
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

※

印
影
（
別
図
二
の
三
及
び
別
図
二
の
四
）
に
つ
い
て
は
、
省
略

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
三
号

岡
山
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者

佐

藤

一

雄

岡
山
県
企
業
局
財
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

岡
山
県
企
業
局
財
務
規
程
（
昭
和
四
十
七
年
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
の
費
用
の
部
中
「

4
0

」
を
「

3
6

」
に
改
め
る
。

第
条

第
条

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
四
号

岡
山
県
企
業
局
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者

佐

藤

一

雄

岡
山
県
企
業
局
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

岡
山
県
企
業
局
事
務
処
理
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一

８
の
項
１
中
「4

,
0
0
0
万
円

」
を
「２

億
円

」
に
改
め
、
同
１
中

を

と
し
、

の

(1)

(3)

(4)

(2)

次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(
3
)
１
件
8
,
0
0
0
万
円
未
満
の
も
の

次
長

別
表
第
一

９
の
項
１
中
「2

,
0
0
0
万
円

」
を
「4

,
0
0
0
万
円

」
に
改
め
、
同
１
中

を

と
し
、

(1)

(3)

(4)

(2)

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(
3
)
１
件
2
,
0
0
0
万
円
未
満
の
も
の

次
長

別
表
第
一

に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

(2)

３
工
業
用
水
道
施
設

）

勝
央
工
業
用
水
道
を
除
く

。（

の
給

水
制
限
又
は
停
止
の
決
定

）

軽
易
又
は
定
例
的
な
も
の
に
限

る

。（

別
表
第
三
１
の
項

中
「1

,
0
0
0
万
円
未
満

」
を
「2

,
0
0
0
万
円
未
満

」
に
、「工

事

」
を
「工

事

（土

(1)

木
一
式
工
事
及
び
建
築
一
式
工
事
に
つ
い
て
は

１
件
1
,
0
0
0
万
円
未
満
の
工
事
に
限
る

。（

」
に
、「１

，

件
1
,
0
0
0
万
円
以
上
と
な
る
場
合

」
を
「こ

れ
ら
の
額
を
超
え
る
場
合

」
に
改
め
、
同
表
２
の
項
中

「7
0
0
万
円

」
を
「1

,
0
0
0
万
円

」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
企
業
管
理
規
程
第
五
号

岡
山
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
の
額
及
び
支
給
方
法
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改

正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者

佐

藤

一

雄

岡
山
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
の
額
及
び
支
給
方
法
に
関
す
る
規
程
の
一
部

を
改
正
す
る
規
程

岡
山
県
公
営
企
業
に
従
事
す
る
企
業
職
員
の
給
与
の
額
及
び
支
給
方
法
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十

九
年
岡
山
県
営
電
気
事
業
管
理
規
程
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「

第
三
条
第
一
項
の
表
中

工
業
用
水
道
事
務
所

所
長

六
種

を
」

「

工
業
用
水
道
事
務
所

所
長

五
種

に
改
め
る
。

」

第
五
条
第
二
項
中
「
総
務
企
画
課
長
」
の
下
に
「
又
は
工
業
用
水
道
事
務
所
長
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◎
岡
山
県
企
業
訓
令
第
一
号

企

業

局

一

般

岡
山
県
企
業
局
文
書
保
存
分
類
表
（
平
成
八
年
岡
山
県
企
業
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

岡
山
県
公
営
企
業
管
理
者

佐

藤

一

雄

「

Ａ
総
括
の
表
３
情
報
公
開
の
部
１
総
括
の
項
中

２
例
規

永

を
」

「

２
例
規

永

に
改
め
、
同
表
４
人
事
の
部
１
総
括
の
項
中

３
個
人
情
報
取
扱
事
務
登
録
簿

永

」

「

1
1
労
働
組
合

３

を
」

「

1
1
労
働
組
合

３

に
改
め
、
同
表
５
企
画
調
整
の
部
２
企
画
調
整
の
項
中

1
2
人
事
評
価

５

」

「

５
議
会

３

を
」

「

５
議
会

３

に
改
め
、
同
部
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

６
事
業
概
要

５
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」

３
事
務
管
理

１
総
括

５

２
事
務
改
善

５

Ａ
総
括
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

９
公
聴
広
報

１
総
括

１
総
括

３

２
Ｐ
Ｒ
事
業

３

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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